
今回の議会報告「しきさい」は、2022 年 12 月号の№１の発行か

ら７回目を迎えました。当選して初めての議会が、2022 年 5 月 16
日に開催された第 1 回臨時会でした。今年度の終わりを迎えると、

約４年が経過いたします。政治とは全く無縁の立場から、地域に対

して何か貢献できないかとの思いで、立候補し市議会議員として過

ごした４年間でした。どの程度貢献できたかは分かりま

せんが、議員として活動していく中でたくさんの人と出

会い、多くのことを学ぶことができました。来年度は新

たな４年間を迎える年となります。この４年間で学んだことを生かし、さらに地

域の為に貢献できたらと考えております。

令和 7 年 第 2 回定例会

６月定例会を 6月 2日から 6 月 25 日までの 24 日間の会期で開催しました。一般会計補正予

算 17 億 6,219 万 2,000 円を追加し、一般会計総額 306 億 5,119 万 2,000 円になりました。補

正予算の主な事業費としては、安原団地集約建替基本構想策定業務委託 1,350 万円、高齢者物

価高騰対策給付金 5,800 万円、学校給食費助成事業 2,340 万円等があります。また、広瀬川漁

業協同組合に対する改善命令等の措置を求める意見書を賛成多数で原案可決、広瀬川漁業協同

組合の誠意ある行動を求める決議を全会一致で原案可決しました。人事議案として、出水市教

育委員会委員の長島俊紀氏の任期満了に伴い、再度の任命を賛成多数で同意しました。

一般質問 2025 年 6 月 16 日（月） 田中秀一 質問順位 12 番（３日目 ４番）

１ 交通安全協会等の活動について

（１）出水市で交通安全に関する活動をしている組織や団体名

（２）県交通安全協会出水地区協会に対する出水市の補助金とその推移

（３）交通安全協会の鹿児島県及び出水市の加入率

（４）交通安全協会の意義と加入率増加のための対策

２ 交通安全対策について

（１）通学時に利用されている大川内行きバス・タクシーの乗車状況

（２）道路の白線や横断歩道その他路面標示の表示状況の維持対策

（３）分かりにくい道路標識「おんざか」の安全な道路利用対策

３ ペット同行避難について

（１）ペットと同行避難できる場所と条件

（２）ペット同行避難収容訓練の状況と問題点

（３）今後の検討課題と対策に向けた協議方法

○椎木伸一市長答弁

交通安全協会は、悲惨な事故をなくすために、社会奉仕の精神に基づき設立された団体で、

朝の立哨、広報活動、児童生徒への交通教室の実施など、本市の交通安全施策を推進する上

で、重要なパートナーであると考えています。協会加入率増加のための対策としては、市のホ

ームページ、ＬＩＮＥ、広報紙を活用して、協会の活動の重要性を周知してまいります。次



に、通学時に利用されている大川内行きバスの乗車状況についてです。ふれあいバス大川内

線は、出水バスセンターから上場小学校に至る、総延長 36.1 キロメートルの路線で、１日に

往復４便運行しています。当該路線は、沿線に特認校である大川内小学校、大川内中学校及び

上場小学校があり、これらの児童生徒の登下校の移動手段としても利用されていて、児童生徒

数の増加に伴い、車内が混雑していると運行事業者である南国交通（株）から報告があり、先

般当該事業者へ聞き取りや状況調査を行ったところです。対応策につきましては、関係機関と

協議を行っており、スクールバスの一時的な運行など、安全で安心な移動手段の確保を図りた

いと考えます。次に、路面標示の維持管理についてです。横断歩道等の規制標示は、県公安

委員会が設置し、中央線や外側線等は道路管理者が設置しています。これらの路面標示等につ

いては、市民の皆様からの要望のほか、交通量が多い主要な道路や通学路等を優先して、計画

的に引き直しを行っているところです。次に、市道麓井上線の本町交差点から竪馬場通りまで

の区間、通称「鬼坂（おんざか）」における道路標識についてです。本区間は、本町交差点

側からの一方通行となっており、一部時間帯においては、歩行者及び自転車の専用道路となっ

ています。当該箇所につきましては、市として分かりやすい案内看板等の設置について出水警

察署に相談しましたが、出水警察署からは、一方通行や車両進入禁止等の規制標識について

は、県公安委員会の管轄であり、規制に関する標識や看板等は、内容を補足するようなもので

あっても、道路管理者での設置はできないとの回答でした。なお現在、出水警察署でこの対応

を検討しているとのことです。次に、ペット同行避難について、環境省が作成しました「人と

ペットの災害対策ガイドライン」の内容を踏まえ、出水市地域防災計画では、高尾野体育館と

野田体育館の２か所をペット同行避難所として指定していますが、まずは、野田体育館１か所

に集約し対応していきたいと考えます。また、避難所の開設や収容できるペットには一定の条

件を定めており、ペット同行避難所は、大規模災害により避難所生活が長期に及ぶことが予想

される場合や、緊急の浸水被害などでペットも避難することが予想される場合に、災害対策本

部の判断で開設することとしています。収容動物は、家庭動物のうち犬や猫、ウサギなどの小

型哺乳類や鳥類です。また、ケージ内飼養ができることや不要にほえないこと、飼い主の指示

に従うなどのしつけができていること、各種予防接種やノミ・ダニの駆除ができていることな

どを条件としています。避難する際には、ケージやリード、ペットフード、避難所で使用する

マナーパンツ、糞尿処理に必要なバケツや消耗品、目隠し用のタオルケットなどを持参してい

ただく必要があります。ペット同行避難収容訓練は、本年４月 20 日に野田体育館において、

出水地区獣医師会の御指導の下、避難所運営要員を対象に実施し、ペットを飼育している職員

が避難者役となり、実際に避難所の受付から収容までの一連の訓練を行いました。この訓練に

より、避難所受付時において、動物同士の隔離距離を確保するなどの課題を確認できました。

また、５月 18 日には市民の皆様を対象としたペット同行避難の説明会を開催し、参加者の質

問や相談等に対しましても、御理解いただいたところです。今後は避難所を開設し運営してい

く中で、発生した課題などに出水地区獣医師会の協力をいただきながら対処していきたい。

ひとこと 通学時に利用されている大川内行きバスの車内が混雑している状況の対応策として、

議会最終日の補正予算（第 5号）で大川内小・中学校通学バス借上料が新規計上され、さらに

大型のバスに変更されました。迅速な市の対応に父兄の皆さんから喜びの声をいただきました。

また、ペット同行避難に関し説明会に参加されなかった方も、安全安心推進課の窓口におい

て説明会で使用した資料を渡し概要について説明した後、同意していただければペット登録簿

に記載して、避難時にスムーズに受付ができる登録カードを交付するそうです。



令和７年 第３回定例会

３回定例会を 9月 1日から 10 月 1 日まで 31 日間の会期で開催しました。９月議会では毎年、

前年度の各会計の決算審査が所管する常任委員会で行われ、最終本会議で認定されます。本定

例会の一般会計補正予算は、8 億 9,666 万円を追加し総額 315 億 4,786 万円となりました。主

な事業としては、8月 8 日の豪雨により被災した農地における斜面復旧及び河床洗掘防止ブロ

ックなどの復旧工事に係る測量設計委託費として「現年発生農地・農業用施設単独災害復旧

費」830 万円、訪日外国人旅行者の周遊促進や消費拡大、地方誘客を図るため、ＩＣＴ（情報

通信技術）等を活用した観光地の受入環境整備を行う事業として「インバウンド受入環境整備

高度化事業費」1,274 万円、米ノ津小学校南校舎の長寿命化改修設計業務委託をするための

「小学校施設整備事業費」2,700 万円などがあります。

一般質問 2025 年 9 月 16 日（火） 田中秀一 質問順位 12 番（３日目 ４番）

１ ながら見守り・防犯運動について

（１）出水市における犯罪件数の推移及び主な犯罪内容

（２）ながら見守り・防犯運動とはどんなものか

（３）出水市が行っている具体的な内容と今後の計画

２ 総合計画及び施設計画等について

（１）出水市総合計画基本計画の見直し検討経緯と公共施設等総合管理計画の策定経緯

（２）出水市公営住宅等長寿命化計画の計画内容

ア 個別改善と維持管理の違い及び優先再編と用途廃止の団地名

イ 住宅区分に公営住宅、特定公共賃貸住宅、一般住宅とあるが違いは

ウ 校区別の入居率と全体の世帯主の年齢階層別割合

３ 安原団地集約建て替えについて

（１）沖田、安原、加紫久利の３団地を集約する理由と計画の主な内容

（２）現在の総戸数と入居済戸数及び再編計画戸数

（３）解体撤去団地の跡地利用方法と県営住宅の状況は

○椎木伸一市長答弁

ながら見守り・防犯運動とは、買物やウォーキング、洗濯物干しなど日常生活の中で、少

し防犯の視点を持って子供たちや高齢者を見守る活動です。この活動は、子供たちや高齢者の

安全確保に貢献し、地域全体で見守る意識を高め、市民総出で安全安心のまちづくりを推進す

るとともに、活動を通じて地域に関心を持ってもらい、地域に住む人同士が支え合うことで交

流促進や絆の必要性など、意識改革につながることを目的としています。活動のメリットとし

ては、特別な時間を割かず、ふだんの行動に合わせてできるため、無理なく参加できることで

す。また、通学路や地域内で見守られていると感じることで、子供や高齢者に安心感が得られ

ることや、多くの防犯の視点を持つ目があることで不審者や犯罪者の抑止効果につながり、地

域全体で防犯意識が高まることが期待されます。さらに、顔見知りが増え、挨拶や会話が生ま

れるなど地域の交流促進が図られ、自治会活動等の活性化にも寄与することなども考えられま

す。市の具体的な取組は、「ながら見守り・防犯運動」という言葉を広く知っていただくため、

この運動の第一人者でもある今泉重敏先生を招き、講演会を実施して計６回開催し、延べ 800

人の方々に参加していただいています。また、広報いずみや市ホームページ等への掲載や横断

幕の掲示などによる周知広報を行っているほか、市内の児童生徒に啓発ポスターやロゴマーク

の募集を行ったところです。今後、市民、各種団体、企業及び出水市が相互に連携・協働のパ



ートナーとして活動する仕組みをつくり、この運動の拡大及び活性化を図ることを目的として

「出水市ながら見守り・防犯運動推進協議会」を設立し、市民運動として取り組んでまいりま

す。次に、出水市総合計画基本計画につきましては、平成 30 年度から令和９年度までを計画

期間とする出水市総合計画基本構想の実現に向けた中期的な施策を、前期と後期の基本計画に

分けて体系化し、取組を進めています。後期基本計画の策定にあたり、前期基本計画と内容の

一部が重複していた「出水市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を後期基本計画に統合するこ

とにより、計画のスリム化や検証作業の効率化を図るよう改訂作業を進めていましたが、国や

県の総合戦略の改訂が行われ、その改訂内容を踏まえた計画とする必要が生じたことから、本

市の前期基本計画を１年延長した上で、新たに令和６年度から令和９年度を計画期間とし後期

基本計画を総合戦略を統合した形で策定したところです。出水市公共施設等総合管理計画の

策定経緯としては、合併に伴い重複した機能を持つ公共施設等を整理するとともに、老朽化す

る公共施設等を総合的かつ計画的に管理するために、「出水市公共施設白書」「出水市公共施

設適正配置計画」「出水市公共施設等保全計画」の順に策定したところです。また、令和３年

３月には「出水市公共施設等総合管理計画」として、３つの計画等を集約再編し、効率的かつ

効果的な公共施設マネジメントを推進しております。次に、出水市公営住宅等長寿命化計画

について、公営住宅における個別改善とは、居住性向上や長寿命化など、住宅の質の向上のた

めに行うもので、維持管理は住宅の性能を維持するための保守点検や修繕などを行うものです。

建て替えや用途廃止の計画については、安原団地と上町団地の建て替えに伴い再編を行い、沖

田団地と加紫久利団地を安原団地に、上屋団地を上町団地にそれぞれ集約化し、用途廃止する

計画としています。また、八坊団地、切通団地、前田団地、荘団地、蕨島団地、野口団地、荒

崎団地、東町団地及び東水流団地の９団地について用途廃止を計画しています。「公営住宅」

は、住宅に困窮する収入基準以下の所得者に対して賃貸する住宅で、「特定公共賃貸住宅」は、

収入基準を超える所得者に対して賃貸する住宅です。「一般住宅」は、公営住宅法によらない

公共賃貸住宅となっています。安原団地の集約建て替えですが、安原団地、沖田団地、加紫久

利団地の３団地は、多くが昭和 30 年代から 40 年代までに建築され、老朽化が進んでいること

から、居住環境の改善、効率的な維持管理を図るため、比較的近接して立地するこの３団地を

集約するものです。計画の内容については、現在取り組んでいる基本構想策定業務において検

討しているところで、入居者に安全で安心な居住環境を提供できるよう進めてまいります。３

団地は現在、管理戸数が 143 戸で、入居戸数は 83 戸となっています。集約化に伴います再編

計画の戸数につきましては、基本構想の中で検討しているところです。解体した団地の跡地利

用方法については、近隣の状況などを踏まえ、事業者などにヒアリングを実施し、基本構想の

中で活用方策を検討していきます。なお、加紫久利団地の県営住宅につきましては、３棟のう

ち２棟が既に撤去されているところです。

ひとこと 本会議最終日に出水市議会議員報酬等調査特別委員会の報告が上程され、賛成多数

で受理されました。これは旧出水市で平成９年引上げ以降、30 年間議員報酬の改定がないこ

と、また平成 18 年の合併時 30 人の議員定数が 20 年間で 20 人に削減した事を受けての調査・

検討結果ですが、現行の議員報酬 30 万 3,000 円を 36 万 4,000 円にするのが適当としています。

なお、出水市議会基本条例第 21 条に「議会は、市長が設置する議員報酬等の額について審議

する審議会の答申を尊重して当該議員報酬を決定するものとする。」とあることから、今後は

審議会が設置された場合に、審議会の答申を尊重して決定する必要があります。従いまして、

現時点では現行額のままで推移します。


